
           　　　

 １１／７　（木）の発表                     　 【道庁プレスリリース】
　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報道発表資料の配付日時　　１１月７日（木）１０時００分 

 発 表 項 目  ｢宅地造成及び特定盛土等規制法｣ に基づく規制予定区域の公表について 

　　～令和７年４月より１４市町において規制を開始します～

 概 要 ・ 

【ポイント】  

・道では、令和７年４月より１４市町において｢宅地造成及び特定盛土　  

　等規制法｣（通称：盛土規制法）に基づく規制を開始しますので、  

　規制予定区域や規制開始予定日などをホームページで公表します。  

・規制を開始する市町村　  

　小樽市・室蘭市・釧路市・北見市・網走市・苫小牧市・富良野市・  

　登別市・北広島市・江差町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町  

　※宅地造成等規制法（旧法）の規制区域を持つ14 市町です。  

・規制開始予定日　令和7年4月1日  

 

 ・下記ホームページでご覧いただけます。

　 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_area.html 

 参 考 ・令和３年７月に静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害を契機とし、 

   ｢宅地造成等規制法｣が｢宅地造成及び特定盛土等規制法｣（通称：盛土規 

　制法）として抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にか 

 　かわらず危険な盛土等を包括的に規制する法令として施行されました。

 ・規制予定区域については、市街地や集落などのエリアを｢宅地造成等工

 　事規制区域｣、それ以外を｢特定盛土等規制区域｣として指定します。

 ・規制が開始されると、｢宅地造成等工事規制区域｣内では500 ㎡を超える

 　宅地造成や土石の一時堆積など一定の規模以上の盛土等を行う場合は許

　可を受ける必要があります。（｢特定盛土等規制区域｣では、3,000 ㎡を 

　超える盛土などが許可対象。）  

 ・他の市町村についても順次規制区域を指定し、令和10 年度に全道 176　　

　市町村の規制区域の指定が完了する予定です。（政令市、中核市は各市 

　が区域指定）

 報 道 ( 取 材 )  
 に 当 た っ て 
 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 　北海道建設記者会 
 と の 関 係

 担 当 　建設部まちづくり局 都市計画課 宅地係（担当者：大島・斎藤） 
 （ 連 絡 先 ） 　　ダイヤルイン　０１１－２０４－５５６３　内線　２９－６５８



北海道において、盛土規制法が令和７年４月1日より
（宅地造成及び特定盛土等規制法)

以下1４市町にて規制開始予定です。
※札幌市・旭川市・函館市については、盛土規制法に基づく基礎調査や区域指定は

市が実施します。

小樽市 室蘭市 釧路市 北見市 網走市

苫小牧市 富良野市 登別市 北広島市 江差町

白老町 厚真町 洞爺湖町 安平町 以上14市町

規制予定区域について、詳細は以下の都市計画課 規制予定区
域公表ページを参照してください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_top.html

～ 規制予定区域について ～

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行
われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、
地形等の条件から、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア

北海道の全土※が 「宅地造成等工事規制区域」
もしくは 「特定盛土等規制区域」 いずれかの
規制区域となります。( ※北方領土を除く )

北海道における盛土規制法の
規制開始について

北海道における盛土規制法についての詳細は以下 都市
計画課 盛土規制法トップページを参照してください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_area.html



規制開始を予定している前述の14市町において、規制開始以降
［令和７年(2025年)４月１日以降］に下図に示す一定規模以上の
盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合には、あらかじ
め「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

規制開始時に既に工事中の盛土等行為については、工事主が規制
開始日から21日以内に届出が必要となります。

～ 規制対象となる行為について ～

お問合せ先 北海道建設部 まちづくり局 都市計画課 宅地係
H P:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_top.html
TEL:011-231-4111 (内線29-659)
mail:kensetsu.tokei1@pref.hokkaido.lg.jp

詳細についてはホームページを
参照してください。
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